
制限付一般競争入札について（公告） 

 

 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。 

 

令和８年４月２１日 

                         長崎県五島中央病院 

                          院長 竹島 史直 

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

 (1) 工事番号 第１号 

(2) 工 事 名 五島中央病院５階病棟改修工事 

 (3) 工事場所 五島市吉久木町２０５番地 

(4) 工  期 令和８年６月１日から令和９年５月３１日 

(5) 工事概要 五島中央病院５階病棟の病床数削減・病室配置の見直しに伴う病室設

備の整備及び看護師詰所の改修を行うとともに、重症個室前廊下の壁

撤去等による動線改善を図る。また、空きスペースとなる旧病室につ

いて、研修室、カンファレンス室等として使用できるよう内装改修及

び電気・通信等の設備整備を行うなど、病棟全体のレイアウト変更を

実施する改修工事である。 

 (6) 支払条件 前金払、中間前金払又は部分払   有 

(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務

付けられた工事である。 

 (8) この入札は、長崎県建設工事一般競争入札実施要綱（令和５年長崎県告示第１９

８号。以下「実施要綱」という。）第 2条第 16 号に規定する事後審査型入札である。

ただし、「入札前に競争参加資格審査を行い、資格確認通知を受けた者」を「入札

後に競争参加資格審査を行った者」に読み替える。 

 (9) 本工事においては、下請けに対する不当に低い請負代金や指値発注を防止し、公

共工事における品質と適正な労働条件を確保するため、下記事項を規定する。 

①  本工事における下請契約（長崎県病院企業団と契約を行う請負者が行う下請契

約（一次下請契約）はもとより、それに続く全ての下請契約を含む。（以下、「全

ての下請契約」という。））は、建設工事標準下請契約約款（中央建設業審議会：

改正令和７年１２月２日）又はこれに準拠した内容を持つ契約書にしなければな

らない。 

② 全ての下請契約においては、工事の種別ごとに直接工事費の内訳や諸経費の別

を明らかにした内訳書を添付しなければならない。 



③ 長崎県病院企業団は、上記事項について、確認調査を行う。 

  ④ 請負者及び全ての下請負者は、長崎県病院企業団が行う下請状況の確認調査に

ついて、協力しなければならない。 

 

２ 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本工事の入札参加資格を有する者は、制限付一般競争入札参加申込書（五病様式第

１号）の提出期限の日から落札決定の日までの間において、長崎県の事後審査型入札

公告共通事項書（以下「共通事項書」という。）２の（１）に定める要件を満たす者

で、さらに次の条件を満たす者であること。ただし、配置技術者に関する条件中の技

術者の専任については、本契約締結日の日からとする。 

建設業の許可

に関する条件 

建築工事業において、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下

「法」という。）に定める特定建設業の許可を受けていること。 

営業所等の所

在地及び総合

数値等格付等

級に関する条

件 

長崎県内に主たる営業所を有する者で、建築一式工事に係る長崎県

における格付等級が A ランクで、総合数値が９００点 以上、かつ主

観点数が２０点以上であること。 

同種工事の施

工実績に関す

る条件 

 国土交通省告示第 15 号別添二に記載の医療施設において、元請け

として、鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造（こ

れらの混構造を含む）で対象床面積が、１，４００㎡以上の建築物 

の新築工事等（新築工事、増築工事、改築工事又は改修工事で、建築

一式工事を対象とする）の完成の施工実績（共同企業体におけるその

他構成員としての実績については、その回数を２以上とする）がある

こと。 

配置技術者に

関する条件 

以下の条件を全て満たす主任技術者（法第 26 条第２項に該当する

場合は監理技術者）を営業所専任技術者と別に工事現場に専任で配置

できること。 

種 類 主任技術者 

国 家 資 格 等 ・法による一級建築施工管理技士、または建築士法

（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士の免

許を有すること。実務経験者（3年以上） 

・建築工事業に係る監理技術者資格者証を有し、か

つ、法第 26 条第 5 項に規定する講習を修了した日

の属する年の翌年から起算して 5 年を経過していな

い者 

そ の 他 当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係

（制限付一般競争入札参加申込書等の提出期限日を

含め、連続して３箇月以上雇用している場合をい

う。）にある者。ただし、倒産を事由に退職した者（倒



産の事実が発生して以降３箇月以内に退職した者）

を退職日から３箇月以内に直接的に雇用し、雇用期

間確認免除申立書の提出がなされたときは、連続し

て３箇月以上の恒常的な雇用関係は免除する。 

経営事項審査

の審査基準日 

令和８年度長崎県建設工事入札参加者格付要綱に基づく入札参加資

格名簿（格付表）に登載され、申請書の提出期限の日から落札決定の

日までの間において、建設業法第 27 条の 23 の規定に基づく経営事

項審査の有効期間が満了する者でないこと。 

 

  （注１）「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任は認め

ないことをいい、法第７条第１項第１号に規定する経営業務の管理責任者又

は同条同項第２号に規定する営業所の専任技術者についても他の工事現場

との兼任は認められておらず、当該工事の配置技術者とはなりえないことに

留意すること。 

  （注２）「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、「建設工事に係る配置予定技術者の

雇用関係確認について」に規定するものをいう。 

（注３）「営業所」とは、法第３条第１項に定める営業所であり、当該営業所は本

店たる営業所をいう。 

（注４）「名簿」とは、長崎県建設工事入札参加者格付要綱第４条に定める本工事

の開札日が属する年度の入札参加資格名簿をいう。 

（注５）「総合数値等」とは、名簿記載の「総合評定値」、「主観点数合計」、「総合

数値」をいう。 

（注６）「格付等級」、「年間平均完成工事高」とは、それぞれ名簿記載の「格付等

級」、「年間平均完成工事高」をいう。 

 

３ 入札等担当部局 

区 分 担当内容 担当部局 電話番号等 住 所 

入札・契約 

工事・技術 

担当 

提出書類、入札・

契約に関する事

項。 

設計図書の内容等

技術的要素に関す

る事項。 

長崎県五島中央

病院 

財務係 

TEL 

0959-72-3181 

FAX 

0959-72-2881 

〒853-0031 

長崎県五島市 

吉久木町 205 

番地 

 

４ 提出書類 

(1) 入札に参加しようとする者は、５の(3)に定める期間内に制限付一般競争入札参

加申込書に次に掲げる書類を添付して提出すること。この場合において、申込書は、

２部提出することとし、そのうち１部は、受付後返却する。 

① 公告記載の工事の業種に対応する許可通知書又は許可証明書の写し（届出時に

おいて有効なものに限る。） 



② 経営規模等評価結果通知書又は総合評定値通知書の写し（届出時において有効

なものに限る。） 

(2) 入札の結果、落札候補者となった者は、５の(7)に定める期限までに、次に掲げ

る書類を２部提出すること。この場合において、提出した書類のうち１部は、受付

後返却する。 

① 事後審査型入札に係る競争参加資格審査申請書（五病様式第４号） 

② 同種工事の施工実績表（五病様式第５号） 

③ 配置予定技術者等の資格及び工事経験（五病様式第６号）及びその添付資料 

 

５ 入札日程等 

区  分 期間、期限等 配布場所等 

(1) 提出書類様式の

入手方法 

令和８年４月２１日（火）から ・長崎県五島中央病院ホー

ムページ

（http://www.gotocyuoh-

hospital.jp/） 

長崎県病院企業団 

ホームページ

（http://www.nagasaki-h

osp-agency.or.jp/）から

入手すること。 

(2) 入札説明書の配

布及び設計図書等

の貸出し 

令和８年４月２２日（水）から 

同年５月１８日（月）まで 

３の入札等担当部局 

(3) 制限付一般競争

入札参加申込書の

提出 

令和８年４月２２日（水）から 

同年５月１１日（月）まで 

３の入札等担当部局に持

参又は郵送（一般書留郵便

又は簡易書留郵便又は配

達記録郵便に限る。提出期

限内必着。）による。 

(4) 設計図書等に関

する質問 

令和８年４月２２日（水）から 

同年５月８日（金）まで 

３の入札等担当部局 

(5) 設計図書等に関

する質問の回答 

令和８年５月１３日（水）まで  

(6) 入札 令和８年５月１９日（火） 

午後１３時３０分から 

長崎県五島中央病院 

２階講義室 

(7) 事後審査型入札

に係る競争参加資

格審査申請書等の

提出 

落札候補者決定通知の翌日から起算

して３日以内 

３の入札等担当部局 



  

 （注３） (2)から(4)までの期間については、長崎県五島中央病院の休日を除く午前

８時３０分から午後５時１５分まで（来院する場合は、正午から午後１時ま

でを除く。）とする。 

 （注４） (4)に規定する質問の回答方法は、次のとおりとする。 

    ア 個別事項に関する質問については、当該質問をした者に対しＦＡＸにて回

答する。 

    イ 全参加者に関する事項については、全参加者に対しＦＡＸにて回答する。 

 （注５） (3)を郵送する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すること。 

 （注６） 「ＦＡＸ」「郵送」等により書類を提出する場合は、速やかに３の入札等

担当部局へ連絡すること。 

 （注７） 入札参加希望者は、入札説明書等の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確

認すること。なお、質問締切日以降の質問は受け付けない。 

 

６ 設計図書の貸出し等 

(1) 設計図書等は、ＣＤにより貸し出すものとする。 

(2) 貸し出した設計図書等については、入札終了後に入札会場にて返却すること。 

(3) 設計図書等に関する質問は、５の(4)に定める期間内に書面により持参すること、

又はＦＡＸにて提出すること。ＦＡＸで質問をする場合において、質問者は、必ず

提出先に着信を確認すること。 

（4）縦覧設計書は参考資料であるため縦覧設計書に対する質疑は受け付けない。 

 設計図書を優先した数量で見積りを行い、設計変更時の数量根拠としては扱わない。 

 (5) 設計図書等の受け取りを郵送希望の場合は、「貸出受付確認書」を３の入札等担

当部局に郵送（一般書留郵便、簡易書留郵便、配達記録郵便又はレターパックに限

る。提出期限内必着。）し、返信用封筒として「レターパック」を同封すること。 

 

７ 現場説明会 

  現場説明会は、行わない。 

 

８ 入札方法等 

(1) 郵便等による入札は、認めない。 

(2) 代理人が入札するときは、委任状（五病様式第７号）を提出するとともに、入札書

には代理人が記名押印すること。 

(3) 入札に際しては、４の(1)において返却された申込書を提示すること。 

(4) 入札書は別添五病様式第２号、入札用封筒は、別添五病様式第３号によること。 

(5) 入札当日の気象条件（大雨、台風接近等）により入札の執行に支障が生じることが

予想される場合は、入札を延期することがあるので事前に確認すること。 



(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であ

るか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

(7) 入札回数は、対象工事ごとに２回までとする。なお、入札不調の場合においても随

意契約による契約は行わない。 

 

９ 落札候補者の決定 

開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のう

ち、最低価格を提示した者を落札候補者とする。 

なお、最低価格者が複数の場合は、入札会場においてくじにより落札候補者を決定

する。また、最低価格から２番目、３番目に同額入札者が複数あった場合においても、

入札会場においてくじによりその順位を決定するものとする。この場合において、当

該入札者のうち入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代

えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

１０ 落札者の決定及び通知 

(1) 落札候補者が提出した書類を審査し、資格要件を満たしていることを確認した場合

は、その者を落札者と決定し、落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。 

(2) 落札候補者が提出期限までに競争参加資格審査申請書等を提出しないとき、又は審

査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないことを確認したときは、その者のした

入札を無効とし、その者に通知する。この場合の落札候補者は、落札候補者の次に低

い価格で入札した者（以下「次順位者」という。）を落札候補者とする。この場合に

おいては、(1)の取扱いを準用する。 

(3) 次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、順次準用する。 

 

１１ 最低制限価格 

最低制限価格の取り扱いについては、長崎県土木部建設企画課が定める「建設工事

における最低制限価格の取り扱いについて（平成 21 年 1 月 27 日 20 建企第 687 号

［最終改正 令和 6 年 3 月 21 日 5 建企第 435 号］）」を準用するものとする。なお、

３．最低制限候補価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ）におけるランダム 

係数は使用しないものとする。 

 

１２ 入札保証金 

  入札保証金は免除とする。 

 



１３ 契約保証金 

契約保証金の額は、契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の１０

以上の金額とする。ただし、長崎県病院企業団財務規程第１４７条各号に掲げる担保

の提供、財務規則第１４８条第１項第１号に規定する履行保証保険証券又は同条同項

第２号に規定する工事履行保証証券の提供に代えることができる。 

 

１４ 前金払 

前金払は、長崎県病院企業団財務規程第３９条第１項第２号に規定する必要な経費

の４割を超えない範囲内の金額とする。 

 

１５ 入札の無効 

共通事項書１４のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。 

１６ 虚偽記載があった場合の措置 

４に定める入札参加資格等の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が認

められた場合は、指名停止となる場合がある。 

 

１７ その他 

(1) その他入札及び契約に関する事項は、長崎県病院企業団財務規程の定めるところ

による。 

(2) 入札の注意事項 

① 入札書は封筒（封印・糊付けはしないこと）に入れ、入札用封筒（別紙五病様

式第３号）の氏名欄には会社名及び入札者名を記入・押印し提出して下さい。 

② 入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入

札書に使用する印鑑を訂正個所に押印すること。 

③ 誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。 

④ 入札書の宛名は「長崎県五島中央病院 院長 竹島史直」とすること。 

(3) この公告は、 

長崎県五島中央病院ホームページ（http://www.gotocyuoh-hospital.jp/） 

長崎県病院企業団ホームページ（http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/） 

に掲載する。 

(4) 不明な点に関する問合せ先  

３の入札等担当部局 

 


